
天草市ブルーカーボン推進協議会設立総会兼第１回協議会 

 

日時：令和 6年 3月 21 日（木）13：30～ 

場所：熊本県漁連天草地区漁村センター 

 

次   第 

 

１）開  会 

 

２）挨  拶 

 

３）天草市ブルーカーボン推進協議会の設立について 

 

４）議  案 

  第１号議案  天草市ブルーカーボン推進協議会規約（案）について 

 

  第２号議案  役員の選任について 

 

  第３号議案  令和６年度事業計画（案）について 

 

３）その他 

 

 

４）閉  会 



※敬称略

№ 団体名 役職 氏名 備考

1 天草漁業協同組合 代表理事組合長 江口幸男 代理：濱本基継

2 島子漁業協同組合 代表理事組合長 竹林良高 代理：平山陽子

3 有明町漁業協同組合 代表理事組合長 松本　仁

4 嵐口漁業協同組合 代表理事組合長 竹部壽伯 代理：竹部知子

5 御所浦町漁業協同組合 代表理事組合長 脇島成郎

6 倉岳町漁業協同組合 代表理事組合長 蛭子本臣偵 欠

7 栖本漁業協同組合 代表理事組合長 倉本雄市

8 熊本県立天草高校科学部 学校長　 中川正利 欠

9 熊本県立天草拓心高校マリン校舎 学校長　 鬼塚博光 渡辺成美

10 国立大学長崎大学 教授 西原直希 欠

11 国立九州大学 准教授 栗田喜久 欠

12 熊本県天草広域本部水産課 課長 松本聖治 金棒千明

13 天草市市民生活部市民環境課 課長 堤田幸治

14 天草市経済部 部長 宮本周幸

15 その他

事務局

№ 団体名 役職 氏名 備考

1 天草市経済部水産振興課 課長 岩﨑政彦

2 天草市経済部水産振興課 係長 早井英樹

3 天草市経済部水産振興課 参事 原井奈緒子

4 天草市経済部水産振興課 参事 田中尚吾

5 天草市経済部水産振興課 参事 江口知之

6 天草市経済部水産振興課 主査 深川南帆

7 天草市経済部水産振興課 主事 宮原綾汰
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天草市ブルーカーボン推進協議会の設立について 

 

天草市経済部水産振興課 

 

 天草市は四方を海に囲まれ、古くから漁業が生業として盛んに行われている。

しかしながら、近年の地球温暖化による気候変動や周辺海域の生態系の変化に

より、周辺海域での漁獲量の減少や良質の藻場が減少する“磯焼け”が進行して

いているため、これまで本市では水産資源・藻場の回復を図ることと目的として、

漁業者と一体となった藻場再生・造成や資源管理への取り組みを行っている。 

 また、2021 年 10 月に閣議決定された「パリ協定に基づく成長戦略としての長

期戦略」の中で、2050 年カーボンニュートラル（脱炭素）の実現に向けた国の

基本的な考え方が示されており、カーボンニュートラル達成のためには、企業等

がどうしてもゼロにできない排出量を他者による CO2 の削減・吸収によって埋

め合わせて（＝カーボン・オフセット）調整することが可能となった。 

 そのような状況の中、近年の研究で、海洋生態系によって吸収・貯蓄される炭

素（ブルーカーボン）も重要であることが示されました。本市が取り組んでいる

藻場再生・造成活動についても、カーボンニュートラル達成に向けた大きな期待

が寄せられている。 

 そこで、天草市ブルーカーボン推進協議会を設立して、 

① 各団体が独自に取り組んできた藻場再生・保全活動の情報共有化 

② 二酸化炭素の吸収・固定量（ブルーカーボン量）の算出（見える化）の検討 

③ 海藻増・養殖事業の拡大による漁業経営の安定化と藻場面積拡大の検討 

④ 駆除した植食魚類等の未利用魚の活用を検討 

を関係機関が協働で実施することで、「環境に配慮した持続可能な水産業」が確

立されることはもとより、漁業経営の安定化やＪブルーカーボンクレジットの

獲得などを目指す。 

これらの取組みは、本市の地方版総合戦略（計画期間：令和２年４月１日 ～ 

令和７年３月３１日)に掲げている「基本目標 つくり育てる持続可能な水産業

の振興」の達成に向けて不可欠で、本協議会設立の意義がここにある。 

水産庁hp 
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天草市ブルーカーボン推進協議会規約（案） 

 

（設置） 

第 1条 本市におけるブルーカーボン事業への取組を推進するため、天草市ブルーカーボン推

進協議会（以下、協議会とする。）を設置する。 

 

（目的） 

第 2条 協議会は、磯焼け対策のさらなる促進に向け、組織体制の構築、藻場再生活動の実施

及びクレジット認証制度に向けた活動などに取り組むことを目的とする。 

 

（事業） 

第 3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

  1 ブルーカーボン推進組織の調査研究事業 

  2 ブルーカーボンオフセット制度の創設事業 

  3 藻場再生活動事業（各団体） 

  4 その他、協議会の目的を達成するために必要な事業 

 

（組織等） 

第 4条 協議会は、次の者により組織する。なお、構成員は別表に掲げる者をもって充てるも

のとする。 

（１）漁業関係者 

（２）学識経験者 

（３）行政関係者 

（４）その他 

  2  構成員が出席できないときは、代理人をもって協議会に出席することができる。 

 

（役員等） 

第 5条 協議会には次の役員を置く。 

    （１） 会 長  １名 

    （２） 副会長  １名 

  2  第１項の役員は、構成員の中から互選する。 

  3 第１項の役員は相互に兼ねることができない。 

 

（役員等の責務） 

第 6条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたと

きはその職務を行う。 

 

（役員等の報酬） 
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第 7条 役員等は、無報酬とする。 

 

（協議会） 

第 8条 協議会は会長が招集し、会長が議長となる。 

  2  協議会の議決については、協議会出席者の過半をもって議決とする。 

 

（事務局） 

第 9条 協議会の事務局は天草市経済部水産振興課とする。 

  

（その他） 

第 10 条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定

める。 

 

附則 

この規約は令和６年〇月〇日から施行する。 

  

-4-



別表 

区分 構成員 

漁業関係者 〇天草漁業協同組合   組合長 

〇有明町漁業協同組合  組合長 

〇島子漁業協同組合   組合長 

〇嵐口漁業協同組合   組合長 

〇御所浦町漁業協同組合 組合長 

〇倉岳町漁業協同組合  組合長 

〇栖本漁業協同組合   組合長 

学識経験者 〇国立長崎大学 

〇国立九州大学 

行政関係者 〇熊本県天草広域本部農林水産部水産課長 

〇天草市経済部長 

〇天草市市民生活部市民環境課長 

〇天草市経済部水産振興課長 

学校関係者 〇熊本県立天草高校 

〇熊本県立天草拓心高校マリン校舎 
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天
草

市
ブ
ル

ー
カ
ー

ボ
ン

推
進
事

業
（

R6
～

R8
）

 

【
目
的
】
天
草
周
辺
海
域
に
お
け
る
藻
場
の
造
成
・
保
全
活
動
や
海
藻
増
・
養
殖
取
り
組
み
を
推
進
す
る
中
で

、
本
市
水
産

業
が
持
つ
多
面
的
な
機
能
と
し
て

の
二
酸
化
炭
素
（
C
O
2
）
固
定
・
吸
収
量
を
ブ
ル
ー

カ
ー
ボ
ン
と
し
て
評
価
す

る
。
ま
た
、
本
市
水
産
業

の
経
営
安
定
化
に
む
け
て

、
海
藻
増
養
殖

の
普
及
及
び
周
辺
海
域
環
境
調
査
や
未
利
用
魚
の
利
活
用
と
と
も
に
、
本
市
全
域
の
活

動
状
況
の
一
元

化
を
図
り
、
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
へ
の

取
り
組
み
や
持
続
可
能
な
水
産
業
の
確
立
に
寄
与
す
る
こ
と
を
本
事
業
の
目
的
と
す
る

。
 

 

 
天
草
市
ブ
ル
ー
カ
ー
ボ
ン
推
進
協
議
会

（
仮
）

①
調
査
・
研
究

②
試
験
・
普
及

③
情
報
・
環
境
教
育

C
O
2
固
定
等
収
集
整
理
 

藻
場
面
積
の
把
握
 
ほ
か
 

海
藻
増
・

養
殖
支
援
 

事
業
生
産

性
と
環
境
影
響
 
ほ

か
 

普
及
啓
発
活
動
 

海
洋
環
境
教
育
 
ほ
か
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ブ
ル
ー
カ
ー
ボ
ン
推
進
事
業

〇
20
21
年
10
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「パ
リ協
定
に
基
づ
く成
⾧
戦
略
とし
て
の
⾧
期
戦
略
」の
中
で
政
府
か
ら
は
、
20
50
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
（
脱
炭
素
）
の
実
現
に

向
け
た
基
本
的
な
考
え
方
（
藻
場
造
成
な
ど）
が
示
さ
れ
た
。

〇
本
市
に
お
い
て
も
、
藻
場
の
生
育
状
況
調
査
を
行
う
と伴
に
、
藻
場
造
成
事
業
（
ヒ
ジ
キ
・ト
サ
カ
ノ
リな
ど
）
と
併
せ
、
有
害
生
物
駆
除
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。

〇
令
和
6年
度
よ
り、
こ
れ
ま
で
各
地
先
・各
団
体
が
行
って
い
た
藻
場
保
全
・造
成
活
動
の
集
約
・情
報
共
有
を
図
り、
ブ
ル
ー
カ
ー
ボ
ン
ク
レ
ジ
ット
創
出
に
向
け
た
取
り組
み
を

推
進
す
る
。

事
業
概
要

事
業
内
容
（
R
6）

目
的
・取
組

■
目
的

・磯
焼
け
防
止
と生
物
多
様
性
の
保
持

・有
害
生
物
駆
除
に
よ
り
保
全
さ
れ
る
海
藻
類
で
の
漁
業
所
得
向
上

・ブ
ル
ー
カ
ー
ボ
ン
ク
レ
ジ
ット
の
創
出

〇
藻
場
と
干
潟
は
、
沿
岸
環
境
で
多
様
な
機
能
を
発
揮
し
て
い
ま
す
。

■
本
市
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
取
組
（
県
事
業
・多
面
的
事
業
な
ど
を
活
用
）

ヒ
ジ
キ
・ト
サ
カ
ノ
リの
藻
場
造
成
・ア
マ
モ
の
藻
場
の
調
査
・造
成

ウ
ミア
ザ
ミ・
オ
ニ
ヒ
ト
デ
・ウ
ニ
（
有
害
生
物
）
駆
除
な
ど

◆
天
草
市
ブ
ル
ー
カ
ー
ボ
ン
基
礎
調
査
（
R
5）

藻
場
の
減
少
が
著
し
い
地
域
の
把
握
、
ブ
ル
ー
カ
ー
ボ
ン

ク
レ
ジ
ット
申
請
・認
証
に
向
け
て
の
可
能
性
の
把
握

◆
実
証
実
験
（
漁
業
者
創
意
に
よ
る
新
た
な
藻
場
造
成
）
事
業
（
R
5～
R
7）

五
和
地
区
・・
・ト
サ
カ
ノ
リ増
殖
試
験
投
石
（
30
kg
～
50
kg
）
事
業
な
ど

軍
ケ
浦
地
区
・・
ト
サ
カ
ノ
リ・
ワ
カ
メ
増
殖
試
験
食
害
対
策
を
施
し
た
海
域
で
の
藻
場
造
成

御
所
浦
地
区
・・
ワ
カ
メ
増
殖
試
験
食
害
対
策
を
施
し
た
海
域
で
の
藻
場
造
成

→
今
後
、
本
市
に
お
け
る
海
藻
増
・養
殖
の
拡
大
も
見
込
ま
れ
る
。

〇
本
市
で
の
取
組

（
写
真
）

◆
天
草
市
ブ
ル
ー
カ
ー
ボ
ン
推
進
協
議
会
（
仮
称
）
の
設
立

（
イ
メ
ー
ジ
）

◆
ブ
ル
ー
カ
ー
ボ
ン
事
業
創
出
業
務
委
託

二
酸
化
炭
素
の
吸
収
・固
定
量
（
ブ
ル
ー
カ
ー
ボ
ン
量
）
の
測
定

ク
レ
ジ
ット
申
請
に
向
け
た
取
り組
み

◆
海
藻
増
・養
殖
試
験
実
証

R
5よ
り
継
続
事
業
（
市
内
３
ヶ
所
で
実
施
）

◆
有
害
生
物
駆
除
実
証
（
壱
岐
市
を
参
考
）

磯
焼
け
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
有
害
生
物
駆
除
・商
品
化

◆
水
産
物
掘
りお
こ
し
協
力
隊

◆
そ
の
他
経
費

主
な

事
業

実
施

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
案

）

取
り

組
み

内
容

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

現
地

調
査

炭
素

の
測

定

ク
レ

ジ
ッ
ト

申
請

有
害

駆
除

講
演

会

藻
場

保
全

・
回

復

駆
除
し
た
イ
ス
ズ
ミ等

地
域
お
こ
し
協
力
隊

藻
場
の
再
生

た
い

肥
化

商
品

化

天
草
市

漁
業
者

高
校
生

有
識
者

な
ど

検
討

事
項

協
議
会
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